
（１） ２０２１年１２月発行大沢野富山南道路新かわら版 (第４号）        

第４号

大沢野富
山南道路
のホーム
ページは
こちら！

富山河川
国道事務
所のツイ
ッターは
こちら！

こちらを

ご覧ください

　　
平成 6年度　　　地域高規格道路富山高山連絡道路
　　　　　　　　（延長約 80km）計画路線指定
　
平成 8年度　　　富山県富山市楡原～栗山　
　　　　　　　　調査区間指定
　
平成 13 年度～　 住民の皆さまと行政とが協働して
　　　　　　　　ルート帯を検討
　　　　　　　　◆地域懇談会（計 6回開催）
　　　　　　　　◆説明会（計 15 回開催）
　　　　　　　　◆対策協議会（計 13 回開催）
　　　　　　　　◆PI 委員会（計 10 回開催）
　　　　　　　　◆かわら版（計 15 回発行）
　　　　　　　　◆HP による情報提供
　　　　　　　　◆意見募集（アンケート調査）
　
平成 18 年　　　 各協議会から住民の考えをまとめ
　　12 月 7 日 　た「提言書」を国・県・市へ手渡し
　
平成 19 年度　　 ルート帯の決定
　
平成 23 年度　　 都市計画決定
　
平成 25 年度　　 大沢野富山南道路（延長 12km）
　　　　　　　　整備区間指定
　
平成 26 年度　　 事業化

…

年度・年月日 主な事項 楡原～栗山間の道路計画開始

住民の皆さまと検討

地域懇談会 （新保文化会館）
道路の事業化が決定

◆かわら版

現在の状況（岩木新地区）

（2021.5.29 撮影）

（令和 3年 11 月 16 日撮影）
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大沢野富山南道路に関する出来事をプレイバック！大沢野富山南道路に関する出来事をプレイバック！

（平成 15 年 7月 10 日撮影）

　　
完成・開通　⇒　維持・管理

平成 30 年度～　 用地取得開始
　　　　　　　　◆用地測量・建物調査
　　　　　　　　◆用地取得・補償

令和元年度～　　工事開始
　　　　　　　　◆工事説明会
　　　　　　　　◆工事着手
令和２年度　　　新かわら版を創刊

平成 26 年度～ 　◆測量・地質調査
　　　　　　　　◆道路設計・設計協議
　　　　　　　　◆関係機関協議
　　　　　　　　◆用地幅杭設置

令和３年度　　　用地取得・工事推進中

　

日
頃
よ
り
、
国
土
交
通
行
政
に
ご

協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

本
号
で
は
、
大
沢
野
富
山
南
道
路

の
こ
れ
ま
で
の
出
来
事
、
用
地
取
得
・

補
償
の
流
れ
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た

し
ま
す
。

　

大
沢
野
富
山
南
道
路
は
、
高
規
格

道
路
富
山
高
山
連
絡
道
路
の
一
部
を

担
い
、
岐
阜
県
と
富
山
県
の
連
携
を

支
え
る
重
要
な
道
路
で
す
。

　

本
道
路
の
調
査
は
、
平
成
８
年
度

か
ら
開
始
し
ま
し
た
。
平
成
１
３
年

度
か
ら
住
民
の
皆
さ
ま
と
協
働
で

ル
ー
ト
帯
を
検
討
し
、
平
成
１
８
年

度
に
は
道
路
計
画
に
対
す
る
住
民
の

考
え
を
ま
と
め
た
「
提
言
書
」
が
、

地
域
住
民
の
皆
さ
ま
で
構
成
さ
れ
た

協
議
会※

か
ら
国
・
県
・
市
に
手
渡

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
都
市
計
画
決
定
と
整
備

区
間
の
指
定
の
手
続
き
を
経
て
、
平

成
２
６
年
度
に
事
業
化
、
平
成
３
０

年
度
か
ら
用
地
取
得
を
開
始
し
て
、

令
和
元
年
度
か
ら
工
事
に
着
手
し
ま

し
た
。
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※

現
在
の
協
議
会
の
名
称

　

富
山
高
山
連
絡
道
路
対
策
協
議
会

　

大
沢
野
富
山
南
道
路
（
大
沢
野
地
域
）
対
策
協
議
会
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国道 41 号大沢野富山南道路に関しては下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
● 用地の補償について　　　　　　　富山河川国道事務所　用地第二課　　　　　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７０７（直通）
● 整備の計画・設計について　　　　富山河川国道事務所　調査第二課　　　　　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７１７（直通）
● 工事について　　　　　　　　　　富山河川国道事務所　工務第二課　　　　　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７１１（直通）
● 整備に伴う市道等の計画について　富山市　建設部　土木事務所管理課　　　　ＴＥＬ ０７６-４６８-１６４１（直通）

【問い合わせ先】
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　事業を円滑に進めるため、地域のみなさまに
計画の概要、施工計画などをご説明いたします。

　事業計画についてみな
さまのご了解をいただき
ますと、みなさまの土地
に立ち入りさせていただ
き、事業に必要となる用
地の境界に幅杭を設置し
ます。

　みなさまからお譲りい
ただく土地の面積や移転
していただく建物、塀や
看板などの工作物、庭木
などの立木を詳しく調査
します。

　調査の結果に基づき、お譲りしていただく土
地の所在及び面積、移転していただく物件の種
類や数量などを確認していただきます。

　補償内容にご了解をいただきますと、書面で
契約させていただきます。契約内容をご説明し、
ご理解をいただいたうえで署名、捺印をお願い
することになります。

　みなさまで、建物、工作物、立木などを移転
して土地を引き渡していただきます。
　なお、お譲りいただく土地の分筆・所有権移
転登記は私どもが行います。

　建物、工作物、立木などを移転して土地を引
き渡していただいた後、補償金についてお支払
いすることになります。

　引き渡しを受けた土地については工事着手ま
での間、事業予定地として適正に管理します。

■用地取得・補償の流れ

① 事業計画などの説明

② 用地幅杭設置

③ 土地や建物などの調査

④土地調書・物件調書の確認

　適正で公平な補償を行うため、国が定めた統
一的な基準に基づき、補償金を算定し、みなさ
まに誠意をもってご説明いたします。

⑤補償内容及び補償金の説明

⑥契約

⑦土地の登記・建物などの移転及び土地の引き
　渡し

⑧補償金のお支払い

⑨事業用地の管理

この４つの項目について詳しく説明します

私達がご説明いたします！
　

現
在
、
全
区
間
に
お
い
て
、

用
地
取
得
に
向
け
た
調
整
を

進
め
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
用
地
取
得
・

補
償
の
流
れ
の
詳
細
に
つ
い

て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
大
切
な
土
地
を

お
譲
り
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、

不
安
・
心
配
事
に
つ
い
て
は
、

富
山
河
川
国
道
事
務
所
用
地

第
二
課
へ
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

回
答
は
、
相
談
内
容
に
応

じ
た
適
宜
の
方
法
に
よ
り
回

答
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

回
答
ま
で
に
要
す
る
期
間

は
２
週
間
以
内
を
目
安
と
し

て
い
ま
す
が
、
相
談
内
容
等

に
よ
り
、
そ
れ
以
上
の
お
時

間
を
頂
戴
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。
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